
 

令和６年度 事業計画 

 

令和５年度に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが２類相当から

５類感染症へと変更されるなど国民生活はコロナ禍以前の状態に戻ってきている。 

 

全国の主食用米の令和６年６月末在庫量は、作付転換が進んだことなどから、国が

示す適正在庫量の２００万トンを大幅に割り込み１７７万トンの見通しとなり、相対

取引価格も上昇基調となっている。需要量が毎年１０万トン減少しているものの、国

は令和６年産米の生産量を令和５年産と同水準の６６９万トンに設定した。 

 

秋田県の令和６年産主食用米「生産の目安」は、令和６年６月末在庫量が下限の  

１０万トンを下回る８．２万トンの見通しであるが、現在の需給環境をより確かなも

のとするため令和５年産「生産の目安」と同水準の６９,５４９ha に設定した。６年

産においても主食用米が増加しないよう、水田活用米穀や大豆・小麦による確実な需

給調整が求められている。 

 

一方で、秋田米の販売力を強化するためには、販売先が求める品質と消費者が求め

る食味の向上が欠かせないことから、当協会では、良質米の基本となる優良種子の安

定供給と種子更新率の向上、米麦保管倉庫における品質管理の徹底、優秀な生産者や

団体の表彰など、総合的な品質改善運動として「秋田県うまい米づくり運動」を引き

続き推進する。 

 

特に、秋田県主要農作物種子条例に基づいた優良種子生産に関しては、採種計画に

基づく採種ほへの数量配分調整のほか、病害虫防除の徹底、適期収穫、乾燥調製まで

一貫した指導に努め、計画数量の確保に努める。 

 

また、産地間競争が激化するなか、極良食味品種「サキホコレ」を頂点とした秋田

米全体のレベルアップを図ることがますます重要となっていることから、令和３年度

に制定した「第三次あきた売れる米づくりランクアップ運動」を第四次として引き続

き推進する。 

 

これらの具体策として、「生産改善対策事業」「種子生産対策事業」「保管業務指導

事業」「農産物検査員研修事業」について、関係機関の指導と協力を得て次の取り組

みをおこなう。 

 

秋田県産米改良協会 

（令和６年度通常総会資料） 



Ⅰ．生産改善対策事業 

米の産地間競争が激化するなか「売れる米づくり」を進めることが極めて重要で

あることから、昭和６３年から推進している「秋田県うまい米づくり運動」の具体

策として、「第三次あきた売れる米づくりランクアップ運動」を第四次として継続

し、関係機関と一体となって取り組むとともに「秋田県産米品評会」を開催する。 

 

１．「第四次あきた売れる米づくりランクアップ運動」の推進 

（１）運動の推進期間 

令和６年度～令和８年度 

（２）運動の目標 

ア．優良種子の確保と種子更新率１００％ 

イ．高品質・良食味米の生産 

（ア）整粒歩合８０％以上（網目１．９ミリ以上１００％） 

（イ）食味値８０以上（水分１４．５～１５．０％） 

（玄米蛋白６．２％以下〔あきたこまちの場合〕） 

（ウ）栽培履歴記帳１００％ 

ウ．米穀保管倉庫における品質事故ゼロ 

エ．気象変動に対応する指導 

（３）表彰の実施 

取組内容や玄米サンプルの比較により集荷団体を表彰 

 

２．「秋田県産米品評会」の開催 

秋田県種苗交換会の協賛事業として秋田県産米品評会を開催し、出品物の優劣

を比較し優秀な生産者を表彰する。 

また、出品物は秋田県産米改良展（開催は秋田県種苗交換会の期間中）に展示

し一般に紹介する。 

 

３．その他の推進事項（産米改良協会） 

（１）推進体制の整備 

ア．関係機関・団体との連絡調整並び連携強化 

（２）運動の普及啓発 

ア．協会ホームページによる情報発信 

イ．パンフレット・チラシの作成・配付 

ウ．各種研修会への参画 

（３）対策の支援 

ア．産米改善研修会等への助成支援 

イ．品質調査(整粒歩合、水分、蛋白)と情報提供 

 



Ⅱ．種子生産対策事業 

需要に応じた種子生産を基本とし、県内に採種ほを設置するとともに不測の事態

に備えて増量採種や備蓄保管などで数量の安定確保をはかる。 

現地研修会や実績検討会の開催、採種情報の提供等により、種子生産者の栽培技

術の向上、栽培管理記録の確実な記帳、自主審査体制の強化に努めるとともに、適

切な種子調製の指導により優良種子の安定確保をはかる。 

また、採種ほ周辺ほ場において、栽培方法の多様化により病害の発生が拡大して

いることから、関係機関との連携により周辺ほ場に対しても病害虫防除対策を徹底

するなど採種ほへの影響を極力低減する。 

 

１．需要に応じた種子生産 

（１）採種計画 

水稲・大豆・小麦の種子について、秋田県主催｢秋田県主要農作物種子生産

対策協議会｣において決定した品種別種子生産計画に基づき採種ほ別に採種

計画を設定する。 

ア．水稲種子は県内の採種ほ１７か所(１１ＪＡ)に委託する。 

イ．大豆種子は県内の採種ほ９か所(８ＪＡ)に委託する。 

ウ．小麦種子（ネバリゴシ）は全量を県外（青森県）に栽培委託する。 

 

【水稲種子生産計画（品種別）】 

 令和６年度採種計画 前年度 

計画数量(kg) 

前年度 

対比(％) 作付面積(ha) 数量(kg) 

あきたこまちＲ 472.36  2,109,200  2,138,700 98.6 

サ キ ホ コ レ 17.22  83,800  75,000 111.7 

ひ と め ぼ れ 48.42  207,800  210,000 99.0 

め ん こ い な 35.73  166,500  167,300 99.5 

ゆ め お ば こ 13.86  69,300  77,000 90.0 

つ ぶ ぞ ろ い 2.54  11,000  5,100 215.7 

秋のきらめき 1.20  4,500  4,000 112.5 

淡 雪 こ ま ち 2.00  8,000  8,000 100.0 

秋 田 ６ ３ 号 4.38  32,000  35,000 91.4 

酒     米 8.06  30,500  26,500  115.1 

も  ち  米 29.47  139,400  154,900 90.0 

合 計 635.24  2,862,000  2,901,500 98.6 

 

 

 

 



【大豆種子生産計画（品種別）】 

 令和６年度採種計画 前年度 

計画数量(kg) 

前年度 

対比(％) 作付面積(ha) 数量(kg) 

リ ュ ウ ホ ウ 121.74  247,800  253,170  97.9  

あきたみどり 1.00  1,500  1,500  100.0  

合 計 122.74  249,300  254,670  97.9  

 

【小麦種子生産計画（品種別）】 

 

令和６年度 

栽培委託 

数量(kg) 

前年度 

栽培委託 

数量(kg) 

前年度 

対比(％) 

ネバリゴシ 12,000 12,000 100.0 

合 計 12,000 12,000 100.0 

 

（２）生産調整 

収穫時期までに需要に変動があった場合や一部採種ほにおいて計画未達が

あった場合などは、増量採種により必要な数量を確保する。 

 

（３）備蓄保管 

前年産の在庫種子を低温倉庫で備蓄保管することにより不測の事態に備え

る。 

 

２．優良種子生産対策 

（１）トレーサビリティの確保 

ア 栽培管理日誌の記帳 

 

（２）生産体制の確立 

ア ほ場の集積・団地化の推進 

イ 機械の共同利用、共同作業による効率化の推進 

 

（３）異品種混入の防止 

ア 圃場における異品種の徹底除去 

イ 品種切替時は特に漏生苗防止対策を徹底 

 

（４）病害虫の完全防除 

ア 採種ほ防除基準に基づく病害虫防除の徹底 

（水稲：いもち病・ばか苗病等  大豆：マメシンクイガ・紫斑病等） 

イ 採種ほ周辺ほ場の浄化と巡回の徹底 

 



（５）均質で発芽率の高い種子生産 

ア 適期刈取りと適切な種子調製の推進 

イ 適正水分の確保（水稲：15.5％、大豆：15.0％） 

 

（６）生産基準の自主設定・自主審査 

ア 生産者が自主設定する生育状況等の生産基準に基づく自主審査体制の強

化 

 

（７）一般生産者への安定供給 

ア 種子更新ＰＲ資料の配付と確実な予約注文の推進 

イ 在庫種子の備蓄保管 

 

（８）優良水稲種子生産共励会の開催 

ア 種子サンプルの比較による優秀生産者の表彰 

 

 

 



Ⅲ．保管業務指導事業 

食品の安全性への関心の高まりを受け、販売・流通の起点である農業倉庫等での

保管履歴の開示や衛生管理の徹底が求められている。 

このため、「農業倉庫自主保管マニュアル」「自主保管管理要領」及び「衛生管理

マニュアル」に定める基本事項の励行を徹底し、保管物品の事故防止と保管技術の

向上に努める。 

カントリーエレベーター指導では、施設の組織的な運営体制の整備推進と、施設

内外の環境美化、施設・機械類の点検整備の確認等を実施し、品質事故発生防止と

運営管理技術の向上に努める。 

 

１．巡回指導目標 

（１）農業倉庫の保管事故防止   ：延べ２,０００回以上 

（２）カントリーエレベーターの 

基本技術指導と事故防止   ：延べ  ５００回以上 

 

２．主な点検項目および指導事項 

（１）保管管理体制の整備・推進 

（２）清掃の徹底、自主点検および保管管理日誌記帳の充実 

（３）保管物品の品質保全と虫害・鼠害の防除推進 

（４）保管物品の火災・水害・盗難事故等の防止 

（５）労働災害の防止 

（６）カントリーエレベーター運営体制の指導・助言 

（７）カントリーエレベーター基本操作の指導・助言 

（８）カントリーエレベーター施設の点検および乾燥・調製の指導助言 

 



Ⅳ．農産物検査員研修事業 

国による農産物検査法・検査規格等の見直しを見据えながら、農産物検査に対す

る信頼性の確保を目指し、計画的な鑑定研修の実施により検査技術の維持・向上に

努める。 

 

１．農産物検査員育成研修 

検査員資格を取得するための育成研修会を実施する。 

 

２．農産物品位鑑定研修 

検査員取得１～３年生ならびに全検査員に対して検査技術の維持・向上を図る

ための品位鑑定研修会を実施する。 

（１）検査規格の習熟 

（２）銘柄の鑑定研修 

（３）試料の分析研修 

（４）被害粒等限界基準品による判定研修 

（５）検査見本品の作製研修 

（６）検査品の確認研修 

 

３．主要農作物種子検査員研修 

種子検査員の検査技術の維持・向上を図るための研修会を実施する。 

 

４．指導的検査員研修 

検査員への指導を充実させるための指導的検査員に対する研修会を実施する。 

 

５．全県ＪＡ米穀鑑定競技会 

全農秋田県本部との共催により競技会を開催し優秀な検査員を表彰する。 

 

６．農産物検査品確認研修会 

出来秋の検査品の品位を再確認するため、実検査品サンプルによる研修会を実

施する。 


